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宮崎県生涯学習審議会の答申について

１ 生涯学習審議会の役割

「生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律」に基づき、

教育委員会又は知事の諮問に応じ、県の処理する事務に関し、生涯学習に資す

るための施策の総合的な推進に関する重要事項を調査審議する。

２ 委員

学校教育関係者、社会教育関係者、家庭教育関係者、学識経験者など１８名

で構成（公募２名含む）

３ 審議内容

（１） 平成28年11月14日諮問

「持続可能な地域社会を創るみやざきならではの生涯学習の在り方について」

（２） 審議経過

○ 平成28年11月～平成30年２月 審議会を６回開催

○ 平成30年７月10日 答申

４ 答申内容

第１章 地域社会をめぐる現状

１ 国の現状と動向

２ 県の現状

第２章 みやざきならではの学びの創出

１ みやざきのよさとは

２ みやざきならではの学び

第３章 学びを地域づくりに生かす方策

１ 学びを地域づくりに生かすには

２ 「参加」から「参画」へ

３ 「参画」への段階的な方策

４ コーディネーターの必要性

※概要は別紙のとおり


